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【重要】  

下記の手続きには、必要な持ち物に加えて個人

番号がわかる書類（※１） 

と本人確認書類（※２）をご持参ください。 

 

■個人番号を利用する障がい者支援課障がい福祉担当の業務 

・身体障害者手帳 

・特別児童扶養手当 

・特別障害者手当 

・障害児福祉手当 

・補装具 

・障害児通所支援 

・自立支援給付（障がい福祉サービス） 

・自立支援医療（更生・育成医療） 

・精神障害者保健福祉手帳 

・自立支援医療（精神通院） 

 

※１「個人番号カード」や「通知カード」など 

※２ 運転免許証や障害者手帳など顔写真つきのものから１点、または 

保険証や受給者証などから２点 


